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ネットで行う申請届出と施設予約
３月１日 『ふくe−ねっと』サービス開始！

32

（電子申請サービスの利用者登録）

❶ ふくｅ−ねっとのトップページで『利用者登録をする』を選択し『電子申請用の利用者登録』をクリッ

クします。

❷ 氏名、住所、メールアドレス、希望するＩＤ、パスワードなどを画面の指示に従って入力し、仮登録を

行います。

❸ 仮登録で入力したメールアドレスあてに、本登録の手続き方法をお知らせするメールが届きます。

❹ メール内容に従って本登録を行うと、仮登録時のＩＤとパスワードが利用できるようになります。

（施設予約サービスの利用者登録）

❶ ふくｅ−ねっとのトップページで『利用者登録をする』を選択し『施設予約用の利用者登録』をクリッ

クします。

❷ 氏名、住所、メールアドレス、希望するＩＤ、パスワードなどを画面の指示に従って入力します。

❸ 入力したＩＤを控えたうえで、施設予約サービスを希望する施設へ出向き、本人確認または団体確認を

行ってください。

❹ 次回からは、インターネット上で施設予約サービスを利用することができます。

（電子申請できる手続き）

３月１日現在、電子申請が可能な手続きは、乳幼児医療や児童手当認定請求など、約30の手続きに限られ

ていますが、順次、追加する予定です。追加する手続きは、広報や市ホームページでお知らせします。

（予約できる施設）

トリムパークかなづなどの市内スポーツ施設

（サービスデスク）

このサービスに関する専用の相談窓口（サービスデスク）が開設されています。気軽にご利用ください。

このサービスは、県と県内の全市町が共同して運用していますので、県や他市町に対する手続きも、同じ

ホームページから行うことができるほか、施設予約や空き状況の確認などもでき、大変便利です。

また、家庭や職場にインターネットに接続できるパソコンがあれば、いつでも、どこからでも利用できま

すので、ぜひ、ご利用ください。

■問合せ 総務部総務課　情報化推進室　☎73-8006

電子申請の手続きのひとつに『サービスへのご意見箱』を設けます。

「こんな手続きを早く開始してほしい」といったご要望やご意見があれば、電子申請してください！

（ＩＤとパスワードは不要です。）

電子申請・施設予約サービスデスク

☎ 20-2022 FAX 23-1036
メールアドレス　help@fukui -e .net
受付時間　9:00〜17:00 (平日のみ）

県と県内全市町は、３月１日から、インターネットを通じて申請や届出、施設予約ができるサービス『ふ

くe−ねっと』を開始します。

サービスは、次のホームページから利用することができます。

サービスは『電子申請サービス』と『施設予約サービス』の２つに分かれています。申請や届出といった

手続きを行うときは『電子申請をする』を、トリムパークや公民館などの施設を予約する際には『施設予約

をする』をお選びください。

サービスを利用するには、それぞれのサービスごとに利用者登録を行い、サービスを利用するためのＩＤ

とパスワードを取得する必要があります。（一部のサービスでは、利用者登録不要。）

詳しい内容は『利用者登録をする』でご確認ください。

※　あわら市のホームページからもリンクしています。

※　施設予約については、携帯でも利用することができます。

携帯サイトのＵＲＬ　https://www.shinsei.e-fukui.lg.jp/reserve_i/i/im-0.asp

ＱＲコードを読み込める携帯は、

このバーコードをご利用ください。

ふくいｅ−ねっと／電子申請・施設予約窓口

http://www.shinsei.e-fukui.lg.jp
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市長室から
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● 新市建設計画

新市建設計画は、合併後の市の円滑な運営を確保

し、均衡ある発展を目的として、合併協議会が作成

する将来ビジョンで、合併10年後の平成25年度ま

での予定事業や財政計画などが記載されています。

国の合併支援策の中核をなす『合併特例債』を活用

するには、この計画に記載されていることが条件と

なります。なお、計画の変更には、議会の議決が必

要とされています。

● 総合振興計画と都市計画マスタープラン

平成16年度に策定に着手した『総合振興計画』

は、市民意識調査の実施や市民委員の協議へのご参

加もいただきながら、総合的・横断的・重点的な政

策の長期的な方向性や市民と行政の協働によるまち

づくりの指針などをベースに、平成27年度までの

10年間の「あわら市の総合計画」として取りまと

めたもので、昨年の６月定例会において議会の議決

をいただいています。

また、10月には『都市計画マスタープラン』の策

定が完了し、土地利用や道路、公園・緑地などに関

する基本方針を明らかにしています。

これらは、新市建設計画に代わる「まちづくりの

指針」と位置づけられるもので、今後は、この二つ

の上位計画との整合性を図りながら、細部の計画や

施策を実施していきたいと考えています。

● 合併後の社会情勢の変化

平成16年から18年までの３年間で、構造改革を

柱とする三位一体の改革が強力に進められた結果、

国庫補助金４兆６千億円が削減され、地方交付税は

５兆１千億円が縮減されました。一方で、地方への

税源移譲は３兆円にとどまっています。また、平成

17年10月に行われた国勢調査の結果、あわら市の

人口は５年前と比べ、1,097人も減少しています。

これにより、あわら市に交付される地方交付税は、

18年度以降、毎年１億４千万円が減額されること

になりました。

三位一体の改革に加え、国勢調査人口の減少も重

なり、新市建設計画に計上した国からの配分財源は

大きく割り込み、18年度の計画額が53億円であっ

たのに対し、見込額は46億円となっています。こ

のような財政状況の激変は、合併協議中の14・15

年度には、関係者の誰もが予測していませんでした。

● 行政改革の推進

あわら市では、行政改革大綱に基づく行財政のス

リム化を積極的に進めています。合併時に定めた職

員数の適正管理計画では、合併時の398人を10年

間で適正規模といわれる324人とするものでした

が、一日も早いスリム化が必要と考え、退職者の不

補充や早期退職の促進などに取り組みました。その

結果、今年３月末の職員数は、適正規模を大きく下

回る314人となり、３年間で、約５億円の人件費を

削減することができました。さらには、保育所・幼

児園の民営化や市役所庁舎の統合など、行財政の効

率化を積極的に進め、行政サービスの水準を維持し

ながら、一層のスリム化に努めていきたいと考えて

います。

地方分権の進展により、地方自治体には、自己決

定と自己責任が求められています。これは、地域の

実情に即し、市民と行政との協働による効率的な自

治体経営を求めているものであり、財政が破綻した

北海道夕張市の例を引くまでもなく、財政悪化の要

因をことごとく排除し、将来にわたって市民の生活

を守ることは、首長に課された使命であると思って

います。

中学校統合は、教育の切り捨てだと言われる方も

いらっしゃいます。確かに教育は大切です。しかし、

福祉の充実や産業の振興など、他の行政需要とのバ

ランスを保つことも重要であると考えています。

統合中学校の建設は、現下の財政状況や今後の生

徒数予測、市民の一体感の醸成などを勘案し、あわ

ら市の実情に即した最良の判断であると考えていま

す。ここに至るまでには、広報やケーブルテレビ、

住民説明会などを通じて市民の皆さまにご説明申し

上げ、そのうえで議会の議決を得るという、議会制

民主主義の手続きに従い、適正に進めてきたもので

あり、今後の建設に向けた事務につきましても、適

時適切に進めていきたいと考えています。

統合中学校に対する懸念や不安を抱かれる方もい

らっしゃるかと思いますが、それらを払拭できるよ

う、教育計画や設備面での充実を図り、市民の皆さ

まに安心していただけるよう最善の努力をしてまい

りますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。

統合中学校の建設に向けて
あわら市の誕生から、まもなく３年が経過しようとしています。

この３年間を振り返り、統合中学校建設を決断するに至った経緯

や私の考えについて、今一度、ご説明を申し上げます。
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行政連絡員を委嘱しました。
１年間、よろしくお願いします！

市では、131区の区長さんに「行政連絡員」を委嘱し

ました。

行政連絡員には、市民の皆さんと市とのパイプ役とし

て、市の広報や回覧文書の配布のほか、市政に関する連

絡事項の周知など、さまざまな業務をお願いすることに

なります。

各区の行政連絡員は次の皆さんです。

行政区名 氏　　　名

舟津温泉 北川　賀文

二面温泉 高橋　啓一

田中温泉 竹内　正文

東 温 泉 平野　辰夫

西 温 泉 坂　　賢二

舟 津 八木敬一郎

二 面 出店　英夫

牛 山 三上　金治

松 影 寺木　隆二

国 影 松井　幹夫

新 成 牧野　正敏

井 江 葭 道下　洋一

横 垣 廣崎　幹雄

宮 王 組頭五十夫

重 義 内田　幸男

番　　田 村田　正治

田 中 々 三澤　和夫

堀江十楽 山田　由一

布　　目 大塚　俊実

轟　　木 國重　良治

新　　田 坂井　修治

東 善 寺 江川　總英

谷　　畠 伊藤　尊泰

上　　番 笹原　徳明

根 上 り 笹原　幸信

仏 徳 寺 伊藤英二郎

翠　　明 坂井　和平

光　　明 中沢　俊昭

御　　鷹 内田　邦男

中　　番 徳丸　利秀

下　　番 藤野　繁樹

玉　　木 石黒　勝實

河　　間 三上　謙一

行政区名 氏　　　名

河 水 苑 福原　道雄

宮前公文 敷野　弥平

北 本 堂 小西　敏夫

角　　屋 小木　隆男

中　　浜 田畑　和夫

北 潟 東 山田　智保

北 潟 西 絹谷　幸雄

赤　　尾 奥田　博一

富　　津 新井　 義

浜　　坂 藤井　徳郎

波　　松 山岸　　弘

城 上田　一郎

城 新 田 山口　　稔

番 堂 野 山元　章夫

十　　三 大蔵　正二

新 北島　千里

古 大木下俊次

東 吉田　清一

六　　日 伊藤　直哉

旭 西川　全勝

新　　富 江口　伸一

天　　王 大谷　　傳

水　　口 馬面　紀秀

十　　日 浅田　茂吉

脇　　出 長谷川正一

上 八 日 籠嶋　武志

八　　日 久嶋　篤夫

下 八 日 磯部　房男

坂 ノ 下 笠原　　脩

稲 荷 山 辻橋　　肇

千　　束 小西　恒徳

新　　用 伊藤　忠雄

馬　　場 関　　秀親

行政区名 氏　　　名

春　　日 由水　　勇

榛ノ木原 瀬川　　隆

中　　央 藤田　輝彦

北 稲 越 平野　義輝

向 ヶ 丘 常広　英夫

若 葉 台 岩佐　　寛

桜 ヶ 丘 山本　宣春

伊　　井 青池　孝和

古屋石塚 白川　文雄

桑 原 北岡　治三

清 間 田川　英夫

矢 地 志田　勝治

菅 野 渡邉　重夫

南 稲 越 山崎弘美子

河原井手 廣部　善博

池　　口 小南　春夫

中　　川 伊藤　昭榮

東 田 中 山口　正夫

瓜　　生 小林　　実

南 疋 田 上田　利雄

北 疋 田 東屋　邦輔

次 郎 丸 深田　耕作

御 簾 尾 海老田州夫

北　　野 城戸幸司郎

北 児嶋惺一郎

前　　谷 吉野　則夫

笹　　岡 三上　秀夫

熊　　坂 三上　忠治

下 金 屋 南川　幸一

畝市野々 林　　惠子

牛 ノ 谷 栗原　順一

上　　野 竹原　正彦

名 泉 郷 山川　千秋

行政区名 氏　　　名

東　　山 小林　重信

後　　山 佐藤　豊志

清　　滝 児玉　康夫

鎌　　谷 畑　和一郎

椚 吉野　義男

権　　世 奥野　俊博

権世市野々 宇城　重雄

滝 山崎長吉郎

青 ノ 木 山崎　春男

宮　　谷 堀川　　忍

山　　室 森川　嘉昭

高　　塚 坂下　利雄

清　　王 大南　新一

山西方寺 細川　和雄

柿　　原 山口　義雄

山 十 楽 弓良　　昇

坂　　口 堀川　誠一

蓮 ヶ 浦 毛利　ふさ

細 呂 木 上坂淳一郎

橋　　屋 岩井　一志

樋　　山 中本　　明

指　　中 冨田毅矩男

沢 有房　榮嗣

嫁　　威 坪田　勝久

細呂木駅前 谷本　史郎

日 の 出 三橋　正幸

岩　　崎 吉川　久則

寺　　町 四方　政美

中 鍛 治 桑原　義幸

下　　浜 相茶　忠信

新　　用 飴田　雅一

春　　日 湯谷　茂治

（行政区順、敬称略）
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ご存じですか？
母子父子家庭 (ひとり親家庭) 支援制度

あらかじめ相談し「申請書の提出」が必要です。

◆ 母子家庭自立支援給付金事業

(自立支援教育訓練給付金)

就職のために講座を受講するとき、受講費の一部が支給されます。

(高等技能訓練推進費)

看護士や介護福祉士などの専門資格取得のため２年以上修業するとき、生活資金として月額10万3千円

(12ヵ月を限度)が支給されます。

◆ 母子家庭等医療費助成事業

医療機関などの窓口で支払った自己負担金と入院時食事療養費について、規定に応じた額を助成します。

○父または母のいない児童(20歳未満）とその児童を養育している人

○かつて母子家庭の母として児童を養育し、現在はひとり暮らしの寡婦

◆ 日常生活支援事業

家事援助が必要なとき、家庭生活支援員(ヘルパー)を有料で派遣します。サービスの内容は、住居の掃

除や食事の世話、買い物などで、冠婚葬祭や疾病といった、一時的な場合に限られます。

◆ 母子寡婦福祉資金貸付事業

経済的自立や児童の就学などの資金が必要なとき、貸し付けが受けられます。

貸付の種類：住宅資金、修学資金、技能修得資金、医療介護資金

その他９種類の資金が用意されています。

◆ 就業巡回相談

福井県母子寡婦福祉連合会から｢就業支援相談員｣が派遣され、就労に伴う悩みや相談に応じます。

相談日時：３月15日(木) 10:00〜12:00

相談場所：市役所金津庁舎

◆ 児童扶養手当

さまざまな事由で、父親のいない家庭や父親が重度の障害状態にある家庭を対象に、児童が、心身とも

に健やかに成長することを目的として、母親または母親に代わり児童を養育する人に支給されます。

※ 遺族補償や公的年金を受給できる人や事実婚(婚姻届出を出さなくても、事実上生活をともにしてい

る場合など)の状態にある人は請求できません。

※ 「児童」とは、18歳に到達後最初の3月31日までの人です。ただし、20歳未満で、法に定める程度

の障害を有する人も含みます。

ご存じですか？
障害者 (児) の支援制度

あらかじめ相談し「申請書の提出」が必要です。

◆ 特別児童扶養手当

身体または精神に、一定の障害がある児童を養育している人に支給されます。ただし、養育者の前年の

所得が一定額以上の場合には、支給が制限されることがあります。

「児童」とは、20歳未満で、障害を事由に年金を受けることのできる児童や児童入所施設などに入所

している児童は対象となりません。

※　手当月額　障害児１人に付き　１級障害児 50,750円　２級障害児 33,800円（H18.4.1現在）

◆ 特別障害者手当

20歳以上の人で、身体または精神に著しく重度の障害（身体障害者１〜２級程度の障害を重複および

同等の疾病・精神障害）にあるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする人に支給される手

当です。ただし、長期入院している人や施設に入所している人は対象となりません。

※　手当月額　26,440円（H18.4.1現在）

◆ 障害児福祉手当

20歳未満で、身体または精神に障害があるため、日常生活において、常時介護を要する在宅の児童に

支給される手当です。

※　手当月額　14,380円（H18.4.1現在）

福祉医療費助成制度のご案内

次に該当する人が、医療機関などで診療を受け、自己負担金を支払ったとき、規定に応じた額の助成を受

けることができます。あらかじめ申請し、受給者証の発行を受ける必要があります。

重度障害者 (児) 医療

○身体障害者の手帳の交付を受け、障害程度1級〜3級に該当する人

○療育手帳の交付を受け、障害程度Ａ１・Ａ２・Ｂ１に該当する人

○精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害程度１・２級に該当する人（通院費のみが対象）

乳幼児医療

○小学校就学前までの乳幼児

■問合せ 社会福祉課　社会福祉Ｇ　☎73-8020
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華やかに
◆１月７日　グランディア芳泉　

19年の成人式をあわら温泉の旅館で行いました。新成人は、久

しぶりに会った同級生や恩師と話しをしたり、豪華な食事を楽

しみながら、実行委員会が企画したゲームに参加していました。

キャプテン、お疲れさまでした！
◆１月11日　市長室

丸岡高校サッカー部のキャプテン 徳丸 敬紘さん（中番）が来

庁し、全国大会の感想や試合の模様を報告しました。

ポイ捨て、やめて
◆１月11日　金津芦原線

芦原温泉旅館協同組合

の関係者と市職員が、並

木道の清掃を行いました。

道沿いや側溝に投げ捨て

られたごみを拾い、美し

い並木道を取り戻しまし

た。ごみの投げ捨てはや

めましょう。

癒しの空間
◆１月20日　金津創作の森

アカリ・イマージュ「冬を楽しむあかり展」が始まりました。

会場内は、あかりのオブジェやインテリアなどが展示されてお

り、来場者は、淡い明かりの前で足を止め、見入っていました。

放水！
◆１月21日　東山区、宮前公文区

東山区の神明神社と宮前公文区の御前神社で、消防隊員や消

防団員、区民による文化財火災防ぎょ訓練が行われました。神

明神社の文化財は「阿弥陀如来座像」、御前神社の文化財は「西

国三十三ヵ所観世音」です。

おいしくできたかな？
◆１月26日　坪江公民館　

金津東小学校の児童たちが、そば作り体験学習を行いました。

地元の人たちに教わりながら、そば打ちに挑戦した児童たちは、

打ちたてのそばをおいしそうに味わっていました。

節分豆まき
◆２月２日　芦原北幼児園

節分の豆まきが、幼児園や保育所で行われま

した。園児たちは、鬼が部屋に入ってくると

「鬼は〜外！福は〜内！」と一斉に豆を投げつけ

ました。中には、怖くて泣き出してしまう園児

もいました。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

重点目標６

男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援
現状は

多くの家庭において、女性は家事や育児の中心であるとの考えから、出

産間近あるいは子育て中の女性が、仕事を離れる傾向にあります。一方、

男性は仕事中心を当然と考え、家事や育児、介護にはかかわっていないと

いう状況が見受けられます。

目指すのは

性別による固定的な役割分担の意識を見直し、男女が協力して育児や介

護などに当たるため、労働時間の短縮など、仕事と家庭の両立ができる職

場環境づくりを進めます。

あわら市では

・家庭や地域での男女共同参画を進めます。

・多様なライフスタイルに対応した子育てを支援します。

・仕事と家庭の両立支援のため、職場環境の改善を呼びかけます。

■問合せ 男女共同参画推進室　☎73-8007

ゆうゆうと

女
ひと

と男
ひと

が
共に輝く「あわら」をめざして
〜シリーズ あわら男女共同参画プラン６〜

一人で悩んでいませんか？

セクハラ（セクシャル・ハラスメント）を職場や周りの人から受けているのに、一人で悩んではい

ませんか？

セクハラとは「相手方が望まない性的言動のすべて」のことをいい、被害者は男女を問いません。

セクハラは、社会的な立場や男女の不平等がもたらす問題で、重大な人権侵害であり、男女雇用機

会均等法では、事業主は、セクハラ防止のために、必要な配慮をすることが義務付けられています。

セクハラを見たり、その兆候を見かけたら

問題を他人事として放置しておくのではなく、行為者に対して、止めるよう注意したり、上司

や会社の相談機関に相談しましょう。

相談を受けたときには

相談相手を非難したり、我慢するよう説教したり、問題を軽く考えず、相談者が何を望んでい

るのかを感じとり、アドバイスすることが大切です。

セクハラを受けたときには

❶ はっきりと意思表示をし、毅然
きぜん

とした態度をとりましょう！

❷ 記録をとっておきましょう！

❸ 職場では相談担当者に、地域では身近な人に相談しましょう！

■問合せ 福井労働局　雇用均等室　　☎22-3947
総務課男女共同参画推進室　☎73-8007
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展　覧　会

創　　 作 の 森 通 信 vol.131

(財)金津創作の森財団事務局・アートコア
〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19
☎73-7800 FAX 73-7805
E-mail sousaku@city.awara.fukui.jp
http://www.city.awara.fukui.jp/sousaku/

ガラス工房 あわら市青ノ木44-10-37
☎73-7801 FAX 73-7803

創作工房 あわら市青ノ木44-10-29
☎73-7802 FAX 73-7804

レストラン＆ショップ　アンビション
☎73-4141 FAX 73-4141

※　月曜休館　祝日の場合は翌日

募　　　集

あわら市環境・アートコンぺ　アイデア募集！

金津創作の森では、平成20年に開館10周年を迎えます。

今年は、そのプレ企画として『あわら市・環境アートコンペ』事業を実施し、市内の空き地に展示す

る作品のアイデアを募集します。

応募される人は、ホームページをご覧いただくか、財団事務局までお問い合せください。

募集期間 ３月１日(木)〜７月14日(土) 必着

19年度 陶芸教室生徒募集！

と　き ４月〜20年２月　※ ８月は休講

第1〜３週の毎木・金曜日の２日間を通して1講座（全10講座）

朝の部9:30〜12:00 昼の部13:30〜16:00 夜の部19:00〜21:30

都合のよい週、時間帯に受講できます。初心者クラスあり。

受講料 18,900円（税込み）

問合せ 創作工房

19年度 友の会会員募集！

今年のおすすめ企画展は、ハローキティ誕生30周年記念「 KITTY EX . 」です！

年会費 入会金1,000円(初回のみ)

個人会員2,000円　ファミリー会員3,000円　※ 法人会員(メセナ会)もあります。

特　典 展覧会招待券や情報誌の送付、陶芸教室や陶芸体験の割引、アートツアーの割引など

（イベントなどの最新情報を随時お知らせします。）

問合せ 金津創作の森財団 事務局

GlassWork 2007 第７回ガラス工房講座生展

と　き 3月3日㈯〜11日㈰ 10:00〜17:00（最終入場16:30）

ところ アートコア ミュージアム−１　※ 入場無料

吹きガラス、キルンの各講座生とスタッフによる１年間

の成果を発表します。

毎回、工夫を凝らした展示で好評の作品展。今回も、生

活に身近な器のほか、オブジェや照明などの多彩な作品が

勢ぞろいします。

葉室ろう染クラブ展

と　き 3月2日㈮〜11日㈰

10:00〜17:00（最終入場16:30）

ところ アートコア ギャラリー　※ 入場無料

葉室ろうけつ染画工房を主宰する入居作家の加藤すみ子

さんが中心となり、ともに活動している皆さんの作品展です。

昨年の作品展の様子

金津創作の森　開館10周年プレ企画
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